
相　談　支　援　事　業　所　名　・　営　業　時　間 支　援　体　制

専門員 支援員 補助員

男性 1名 0名 0名

女性 0名 0名 1名

合計 1名 0名 1名

専門員 支援員 補助員

男性 0名 0名 0名

女性 1名 0名 0名

合計 1名 0名 0名

専門員 支援員 補助員

男性 1名 0名 0名

女性 1名 0名 0名

合計 2名 0名 0名

専門員 支援員 補助員

男性 2名 0名 0名

女性 1名 0名 0名

合計 3名 0名 0名

専門員 支援員 補助員

男性 0名 0名 0名

女性 1名 0名 0名

合計 1名 0名 0名

専門員 支援員 補助員

男性 1名 0名 0名

女性 2名 0名 0名

合計 3名 0名 0名

専門員 支援員 補助員

男性 0名 0名 0名

女性 1名 0名 0名

合計 1名 0名 0名

専門員 支援員 補助員

男性 1名 0名 0名

女性 0名 0名 0名

合計 1名 0名 0名

相　談　支　援　事　業　所　名　・　営　業　時　間 支　援　体　制

専門員 支援員 補助員

男性 3名 0名 3名

女性 5名 0名 0名

合計 8名 0名 3名

専門員 支援員 補助員

男性 3名 0名 0名

女性 5名 0名 0名

合計 8名 0名 0名

～あなたの”夢”や、”あなたらしく生きていく”ための支援をしてくれる相談事業所があります～

一人で悩まず下記の相談支援事業所に気軽に相談してみてください。

秘密は厳守します。まずはお電話ください。

計　画　相　談　の　み

連　　絡　　先 配　置　相　談　員

身体障害者生活支援センター フローラすもと
（水・日休み  ８：３０～１７：３０）
１２月３０日～１月３日は除く

〒656-0111
洲本市鮎屋字久シ原６３６番地

TEL ０７９９－２２－５４４８ 行動障害　　者・児
精神障害　　者・児
医療ケア　　者・児FAX ０７９９－２２－５４４６

行動障害　　者・児
精神障害　　者・児
医療ケア　　者・児FAX ０７９９－２８－０９９２

みんないっしょ
（月～金  ９：００～１８：００）
年末年始は除く

〒656-0101
洲本市納２３１－８

TEL ０７９９－２４－５０３５
精神障害　　者・児
主任相談支援専門員

FAX ０７９９－５３－９０７０

淡路聴覚障害者相談支援事業所
（月～金  ８：３０～１７：３０）

〒656-0002
洲本市中川原町中川原２２２－２

TEL ０９０－６２０８－０９４２

在宅介護支援センター 五色園
（月～金  ８：３０～１７：３０）
１２月２８日～１月３日は除く

〒656-1344
洲本市五色町鳥飼浦2277番地3

TEL ０７９９－３４－０５５０ 行動障害　　者
精神障害　　者
※成人のみ対応FAX ０７９９－３４－０８２０

相談支援事業所  ぶったぁ
（月～土 ９：００～１７：００）
１２月２９日～１月３日は除く

〒656-2401
淡路市岩屋４８８－１

TEL ０７９９－７０－６１４５ 行動障害　　者・児
医療ケア　　者・児
精神障害　　者・児
高次脳機能障害者・児FAX ０７９９－７０－４００１

五色精光園相談支援事業所
（月～金 ８：４５～１７：３０）
１２月２９日～１月３日は除く

〒656-0013
洲本市下加茂1丁目6番6号
(特別養護老人ホームくにうみの里内）

TEL ０７９９－３８－６１８１ 行動障害　　者・児
精神障害　　者・児
医療ケア　　者・児FAX ０７９９－３８－６１８２

相談支援事業所　アワトコ
（月～金 ９：００～１７：００）
年末年始は除く

〒656-0025
洲本市本町５丁目４-１８

TEL ０７０-９４７９-４６９１
なし

FAX なし

連　絡　先 配　置　相　談　員

淡路障害者生活支援センター
（年中無休  ９：００～１７：１５）

〒656-0015
洲本市上加茂７番地

TEL ０７９９－２６－０５２５ 行動障害　　者・児
精神障害　　者・児
主任相談支援専門員FAX ０７９９－２６－０５２６

発行元：淡路障害者自立支援協議会　相談支援事業所部会

相談支援事業所Li'a
（月～金 ９：００～１７：００）
年末年始は除く

〒656-2401
淡路市岩屋１２７１

TEL ０９０－４２８３－５５５１ 行動障害　　者
精神障害　　者
※成人のみ対応FAX ０７９４－５８－５５０１

淡路市社会福祉協議会
障がい者サポートセンター　ハピくるステーション
（月～金 ８：３０～１７：１５）

〒656-2132
淡路市志筑新島５－１

TEL ０７９９－６２－５２１４

医療ケア　　者・児

FAX ０７９９－６２－５５０３

計　画　相　談　・　委　託　相　談　対　応　可

令和８年度 淡路市対応 相談支援事業所一覧

〓委託相談とは〓

福祉課から相談支援業務の委託を受けています。福祉サービスのご利用の有無に関係なくご相談いただけます。

〓計画相談とは〓

福祉サービス受給者証を必要とされる方のご相談を受けています。

〓支援体制とは〓

認定された研修を修了した相談員を配置しています。いずれの事業所も記載の障害以外の方のご利用が可能です。


